
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第第３３３次次次      
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性別に関わりなく、多様な生き方が尊重され、全ての人が個性と能力を発揮できる社会

のことです。 

 

 

 

 

 ○平成６年、企画調整課に女性施策係を設置しました。 

 

○平成８年に「しばた女性施策推進基本計画（しばた女性プラン２１）」を策定しました。 

 

 ○平成１０年に、男女共同参画都市を宣言しました。 

 

 ○平成１１年に「第２次しばた女性施策推進基本計画（しばた男女共同参画プラン）」を

策定しました。 

 

 

 

 

  柴田町では、平成１１年に「第２次しばた女性施策推進基本計画（しばた男女共同参 

画プラン）」を策定し、平成２２年度末までを計画期間として各種施策を実施してまいり 

ました。 

   

  徐々に男女共同参画への意識が町民に浸透してきましたが、少子高齢化の進展、経済

の低迷、雇用環境の悪化などとともに、生活様式の変容・多様化など町民を取り巻く環

境が変化しています。 

 

  女性はもとより、男性にとっても多様な生き方を可能にする社会環境が求められてお

り、今後より一層の意識づくりや環境づくりが必要となっています。 

 

  このようなことから、男女がともに自立し、個性を発揮しつつ、ともに助け合うパー

トナーとしてあらゆる分野に参画できる社会の実現を目指し、「第３次しばた男女共同参

画プラン」を策定します。 

 

 

 

 

男女共同参画社会とは？ 

柴田町の取り組み 

計画の目的 
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   基本理念に基づき、計画を推進するため、次の５つの目標を設定し、町民・学校・事

業者・行政を含めた町全体で総合的かつ計画的に施策を推進していきます。 

 

  １）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

  ２）雇用の場における男女共同参画の推進 

  ３）あらゆる暴力の排除 

  ４）防災復興分野での男女共同参画の推進 

  ５）あらゆる分野での男女共同参画の推進 

 

 

 

 

 

 ① この計画は、「柴田町総合計画」に掲げる男女共同参画社会の実現のための施策の方

針を具現化するため、町が行う各分野の関連施策を総合的に推進するための計画です。  

② この計画では「男女の人権の尊重」などの５つの基本理念を掲げ、男女共同参画社会

の実現を目指します。  

③ この計画は、柴田町の特色を生かした「男女共同参画社会」の実現を「住民自治によ

るまちづくり基本条例」に基づき住民、地域コミュニティ、住民活動団体、事業

者、議会及び行政機関の協働により目指すものです。  

④ この計画は、「男女共同参画社会基本法」第１４条第３項に基づき、「男女共同参画

基本計画（第３次）」、「宮城県男女共同参画基本計画（第２次）」を勘案し、策定し

たものです。 

 

 

 

 

 

  計画の期間は平成２３年度から平成２７年度の５年間とします。ただし、社会情勢の変

化や国・県の動向、計画の進捗状況を勘案し、必要に応じて見直しを行います。 

   

 

 

計画の目標 

計画の性格 

計画の期間 

男女共同参画で築く活力のある柴田町をめざして 
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計画推進のための施策の体系 

Ⅰ仕事と生
活 の 調 和
（ ワ ー
ク ・ ラ イ
フ・バラン
ス）の推進 

目標 施策の方向 施策の大綱 

１.仕事と生活の両立 ⑴安心して子育て・介護ができる環境づくり 

⑵ひとり親家庭に対する支援の充実 
⑶高齢者や障害のある人が安心して暮らせる環境づくり 

２.仕事と地域・家庭
生活のバランスの
確保 

⑴家庭生活における男女共同参画の促進 

⑵地域における男女共同参画の促進 

３.すべての人がいき
いきと生活できる
ための健康づくり 

⑴性と生殖に関する健康と権利に関する意識の浸透 

⑵母子保健の充実 

⑶生涯を通じた心身の健康づくり 

Ⅱ雇用の場
に お け る
男 女 共 同
参 画 の 推
進 

１.雇用の場での男女
の均等な機会と待
遇の確保 

２.多様な働き方への
支援 

⑴職場環境づくりの普及・啓発 

⑵育児・介護休業を取りやすい職場環境の整備 

⑶自営業や農林業等における女性の就業環境の改善 

⑴多様な働き方への情報の提供・相談体制の充実 

Ⅲあらゆる暴
力の根絶 

１.暴力の根絶と早期
発見 

⑴家庭内暴力・性犯罪の根絶に向けた取組の推進 

⑵子どもや高齢者の虐待防止対策の推進 

Ⅴあらゆる
分 野 で の
男 女 共 同
参 画 の 促
進 

１.男女平等の意識づ
くり 

⑴職場・家庭・地域等における社会制度や慣行の見直し 

⑵男女平等教育・保育の推進 

２.あらゆる分野での
女性の参画促進 

⑴政策・方針決定過程への女性の参画促進 

⑵職場・学校・地域・家庭その他の分野における意思決
定過程 

⑶国際的視野に立った男女共同参画の推進 

Ⅳ防災復興
分 野 で の
男 女 共 同
参 画 の 推
進 

１.防災分野における
女性の参画の拡大 

⑴防災に関する政策・方針決定過程への女性の参画 

⑵女性の視点に立った防災マニュアル・防災体制づくり 

⑶地域における防災意識の向上及び女性リーダーの育成 

２.復興・復旧分野に
おける女性参画の
拡大 

３.国際的な防災協力
における男女共同
参画 

⑴女性の意見を反映した復興計画の作成 

⑴国際的な防災協力における女性の参画推進 
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 ○安心して、子育て、介護ができる環境づくりに努めます。 

  ・保育サービスの充実、子育て支援センターの充実、介護サービスの充実 など 

 ○男女の家庭内における固定的な性別役割分担意識を見直し、男性の家事、育児、介護等への参画の促進を

支援します。 

  ・男性の家庭参画を促す講座等の充実 など 

 ○全ての人が自己の健康管理を適切に行うことができるよう、健康づくりを支援します。 

  ・各種健康診査の実施、健康教室の開催、健康相談の充実 など 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標Ⅰ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

・働く女性の増加や少子高齢化、核
家族の進行などにより、安心して子
育てや介護ができる環境づくりが求
められています。 

・依然として、家事、育児、介護の
多くを女性が担っている現状が見ら
れます。（右図） 

家庭における家事、育児、介護等の分担について 

・平成 22 年に実施したアンケート
調査において、男女共同参画社会を
実現するために町の施策に望むこ
ととして、「子育て支援の充実
(17.6%)」、「介護サービスの充実
(15.9%)」が高い割合を示していま
す。 

資料：しばた女性施策推進基本計画づくりに関する町民アンケート調査(平成22年) 

主な施策 

目標Ⅱ 雇用の場における男女共同参画の推進 

現況と課題 

・結婚、出産、育児等を理由に、退
職を余儀なくされるなど、女性が継
続して就業するにはまだまだ厳しい
環境であるといえます。 

・職場での男女の地位について、「男
性の方が非常に優遇されている」「ど
ちらかといえば男性の方が優遇され
ている」という回答が男女共に 50%
を超えて高くなっています。（下図） 

主な施策 

職場における男女の立場について 

○働く場において、男女間に格差が生じないように、啓発を進め

ます。 

・男女雇用機会均等法、パートタイム労働法・労働者派遣法、育

児・介護休業制度などに関し、リーフレット等の設置により、

普及・啓発を図ります。 

資料：しばた女性施策推進基本計画づくりに関する町民アンケート調査(平成22年) 

現況と課題 
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 ○関係機関と連携しながら、相談体制の充実、暴力根絶のための意識の向上、環境整備に努めます。 

 ・ドメスティック・バイオレンスの相談窓口の周知、セクシュアルハラスメントの防止対策のための

情報提供に努めます。 

 ・防犯灯の整備、防犯パトロールの推進を図り、性犯罪防止のための環境づくりに努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：しばた女性施策推進基本計画づくりに関する町民アンケート調査(平成22年) 

目標Ⅲ あらゆる暴力の根絶 

・性犯罪、家庭内暴力等は、肉体的、
心理的に大きな苦しみをもたらすだ
けではなく、基本的な人権を侵害す
るものであり、決して許される行為
ではありません。 

 
・平成 22 年に実施したアンケート
調査では、6.3%（29 人）の人が「暴
力を受けたことがある」、8.4%（39
人）の人が「身近な人から相談され
たことがある」と回答しており、柴
田町内においても、身近な問題とな
っています。（右図） 

資料：しばた女性施策推進基本計画づくりに関する町民アンケート調査(平成22年) 

ドメスティック・バイオレンスについて 

主な施策 

目標Ⅳ 防災復興分野での男女共同参画の推進 

・東日本大震災発生後の避難所生活
において、プライバシーの確保等に
おける女性への配慮が不十分であ
るという課題が残りました。女性の
意見を反映するために、支援する側
の女性担当者の配置や、地域におけ
る女性リーダーの育成が求められ
ています。 
 
・平成２２年１２月に閣議決定され
た第３次男女共同参画基本計画で
は、重点分野の一つに「地域、防災・
環境その他の分野における男女共
同参画の推進」を位置づけていま
す。 

主な施策 

○防災、復興分野における女性の参画を推進します。 

 ・防災、災害復興計画作成等にあたり、女性の意見を積極的に反映するしくみづくりを推進します。 

 ・自主防災組織への女性の参画促進、防災、復興活動における女性リーダーの育成に努めます。 

第３次男女共同参画基本計画（国） 

第１４分野「地域、防災・環境その他の分野における男女共

同参画の推進」における成果目標 

 

項目 現状 
成果目標 

（期限） 

自治会長に占める女性の割合 4.1% 
(平成 22 年) 

10% 

(平成 27年) 

女性委員のいない都道府県防災会議

の数 

13 
(平成 21 年) 

0 

(平成 27年) 

全国の女性消防団員 19,103 人
(平成 22 年) 

10 万人 

 

現況と課題 

現況と課題 
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項 目 現況値 
目標値      

（平成２７年度） 

家庭生活で男女の地位が平等だと思う人の割合 ２７．６％※1 ４０％ 

職場で男女の地位が平等だと思う人の割合 ２７．２％※1 ４０％ 

「ＤＶ防止法」を「よく知っている」及び「少し
は知っている」人の割合 

３９．８％※1 ５０％ 

地域社会で男女の地位が平等だと思う人の割合 ２７．２％※1 ４０％ 

学校教育で男女の地位が平等だと思う人の割合 ６６．３％※1 ８０％ 

審議会等委員への女性の登用率 ２１．８％ 
（平成２３年４月１日） 

３０％※2 

「男女共同参画社会」の周知度 ７１．８％※1 ９０％以上 

「しばた男女共同参画プラン」を「知っている」「聞
いたことはある」人の割合 

２１．４％※1 ５０％ 

  ※１「しばた女性施策推進基本計画づくりに関する町民アンケート調査」（平成２２年６月～７月実施）結

果より 

  ※２ 国が策定した「第３次男女共同参画基本計画」の「市区町村の審議会等委員に占める女性の割合」の

成果目標による。 

目標Ⅴ あらゆる分野での男女共同参画の促進 

計画推進のための目標値一覧 

・「男は仕事、女は家庭」というよ
うな性別に基づく固定的な性別役
割分担意識が、人々の行動や社会の
習慣・慣行の中に今も根強く残って
いる現状が見られます。 
 
・平成 22 年に実施したアンケート
調査では、男女の立場について、全
体的に「男性が優遇されている」と
いう回答が多く、「習慣・しきたり」
「社会全体」「政治・行政」におい
ては、６割を超えています。 

主な施策 

○男女共同参画の意識の向上に努めます。 

・広報誌や町ホームページを利用し、男女共同参画に関する

情報を提供します。 

・男女共同参画に関する講演会を開催します。 

○政策・方針決定過程への女性の参画促進に努めます。 

・審議会などにおける委員の女性の登用率の向上に努めます。 

現況と課題 

社会全体における男女の立場について 

資料：しばた女性施策推進基本計画づくりに関する町民アンケート調査(平成22年) 
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男女共同参画で築く活力のある柴田町をめざして 

第 3 次しばた男女共同参画プラン 
概要版 
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